
  

第二部    各 論
五   労使関係
(一)   労働組合組織の現状
(1)   労働組合の組織状況

三二年六月末現在における組合の状況は第一五三表のとおりである。このうち単位組合と単一組織下部
(単位扱)を合した単位労働組合は,組合数が三六,〇八四組合,組合員数が六六一万人であり,三一年同期に対
し二,〇一一組合,二六万人の増加であった。これをさらに戦後の各年と比較すると,組合数については従来
最高の組合数をしめした二四年を上回って戦後最高の数に達し,組合員数については前年同期に対する増
加数では組織再編期(二七年)以降最大の増加数をしめした(第一五四表参照)。

第153表 種類別組合数および組合員数

第154表 単位労働組合数および組合員数

昭和32年 労働経済の分析



この一年間に組合数,組合員数がこのように大きな伸長をみせたのは,まず未組織労働者による組合の新規
設立が三一年同様に多数おこなわれて解散数を上回ったこと,またとくに組合員数の増加については,組合
の新規設立によるもののほか,既設組合における組合員数の増加が三一年よりも一層多かったことなどに
よるものである。このうち組合員数の増加を産業別にみると,農業,漁業,金融及び保険業を除きいずれの産
業も増加しているが,とくに増加の大きかった産業は製造業であり,ついで公務,運輸通信及びその他の公益
事業,卸売及び小売業の順であった。

一方,組合員数が雇用労働者総数中にしめる割合は三七・〇%で,,三一年と同率にとどまっている。これは
組合員数の大巾な増加があった反面,中小企業労働者,臨時日雇労働者等のごとき組織率の低い部門の労働
者の増加が相当数あったことによるものであろう。

第36図 年別雇用者数および単位労働組合員数
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第二部    各 論
五   労使関係
(一)   労働組合組織の現状
(2)   設立,解散および組合員数の増減状況

つぎに組織の動きをやゝ詳しくみると,まず新設組合は三,一三八組合,二五万人であり,三一年の新設と比
較して若干減少をみせている。しかしこの減少は主として組織変更,組合分裂による既存組合での変更,す
なわち形式的な新設の減少によるものであって,それ以外の理由による実質的な新規設立二,四九〇組合,一
七万人は三一年に比し組合数では大差ないが,組合員数ではむしろ五千人の増加をしめしている。

この実質的な新規設立を理由別にみると,労働者の自発的意思によるものがもっとも多く,ついで外部団体
からの呼びかけ,企業の規模拡張にともなうものの順となっており,三二年の新規設立はまず労働者意識の
昂揚によって推進され,これに総評その他大単産による未組織労働者の組織化運動,三一年および三二年上
半期の企業,経営の好調等が加わって,組合員数については三一年を上回る数になったということができる
(第一五五表の一,第一五五表の二参照)。また実質的な新設組合の組合員数を組合員が所属する企業の規
模別にみると,中小企業に属する組合員数が過半数で,その組織化の数およびそれが新設組合員総数中にし
める比率はともに三一年を上回って進展した。

第155表の1 年別設立単文労働組合数および組合員数

第155表の2 設立理由別単位労働組合数および組合員数 (31年7月～32年6月末)
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第37図 企業規模別新規設立単文労働組合員数
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解散は二,五五一組合,一九万人であり,三一年にくらべて三〇八組合増加,組合員数はほとんど同数であっ
た。このうち組合数の増加は組織変更などによる形式的な解散と,実質的な解散の両者がいずれも増加し
たことによるものであり,組合員数については形式的な解散の減少にもかゝわらず,実質的な解散が増加し
て,差引三一年と同数程度になったものである。実質的な解散の増加は大部分が中小規模組合での増加に
よるものであり,解散理由もほとんどの項目にわたって増加がみられる。このことは最近中小規模組合の
新設が多数ある反面に,このような規模では組合の基礎が充分固まっていないものも数多く存在している
こと,そのためいわば内部崩壊に至る組合が相当数あったことをしめすものであろう(第一五六表参照)。

第156表 解散理由別単位労働組合数および組合員数

昭和32年 労働経済の分析



ただし,解散数が増加したとはいえ,総組合数に対する解散組合の割合は,三一年の場合とあまり大差はみら
れなかった。

なお既設の組合においては,三一年とくらべて製造業を中心に雇用増大を理由とする組合員数の増加が極
めて多く,また雇用減少を主原因とする組合員数の減少が大巾にすくなくなっている。このため,既設組合
における組合員数の増加は多数あったものとみられ,これが前述した三二年組合員数の大巾な増加の主要
な原因を形成したものと考えることができる(第一五七表,第一五八表参照)。

第157表 組合員の増加理由別増加組合員数

第158表 組合員の減少理由別減少組合員数
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第二部    各 論
五   労使関係
(一)   労働組合組織の現状
(3)   組織労働者の分布

ここで組織労働者の産業別分布をみると,製造業が二一三万人で従来どおりもっとも多く,ついで運輸通信
及びその他の公益事業一五〇万人,サービス業九七万人となっており,これらの順位は三一年と同様で変化
はみられなかった。しかし組織率では,前年もっとも高率であった鉱業が六六・五%で二位となり,これに
かわって運輸通信及びその他の公益事業の七三・二%が最高率となった。他の産業の順位は三一年と同
様で,もっとも低いのは依然として農林業(七・四%)である(第一五九表参照)。

第159表 産業別推定組織率

また組合員数の男女別構成は,実数では男女ともに増加したが,製造業その他での女子組合員数の増加が大
きく,そのため男子七五・三%,女子二四・七%となり,女子の比率は三一年より○・五ポイント上昇した。
組織率についても女子は三〇・〇%で三一年より一・一ポイントの上昇があったのに反し,男子は三八・
八%で○・九ポイント低下している。つぎに単位組合と単一組織とをそれぞれ一組合とみた労働組合に
ついて,その組合員規模をみると,組合数,組合員数とも大規模組合の伸びが比較的多く,五〇〇人以上の規
模の組合および組合員数が総組合し,総組合員数に対してしめる比率(九・二%および七六・四%)は,三一
年にくらべ○・二ポイント,○・五ポイントと若干ながら上昇した。これは組織変更などによる新設の組

昭和32年 労働経済の分析



合が大規模の組合に多かったこと,あるいは既設の組合における組合員数増加によって,従来の中小規模組
合が大規模組合に移行したものが多かったことなどの理由によるものと考えられる(第一六〇表参照)。

第160表 規模別労働組合数および組合員数

この組合を組織別にみると,企業別組織の組合数,組合員数が全体の八六・五%および七九・九%をしめ,数,
比率とも最近数年の間一貫した増加傾向をみせている。これに対し産業別,職業別組織は組合数,組合員数
ともに三一年より減少してのびなやみの状態となっている(第一六一表参照)。

第161表 組織別労働組合数および組合員数

昭和32年 労働経済の分析



また適用法規別には,労働組合法適用の組合数,組合員数が全体の八〇・九%および六三・八%と大部分を
しめ,三一年に引続き数,比率ともに増加した。これに反し労働組合法以外の法規の適用をうける組合は,組
合員数ではいずれも増加しているが,組合数では地方公営企業労働関係法適用をのぞき減少をしめしてい
る。なおこのため,公共企業体等労働関係法,国家公務員法,地方公務員法適用の組合の平均規模は上昇し
た。
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第二部    各 論
五   労使関係
(一)   労働組合組織の現状
(4)   連合団体の動き

組織労働者総数のうち,全国組合に加入する組合員数の割合は七七・〇%で三一年よりこの比率は上昇し
た。また全国組合加入組合員数のなかではいわゆる中立系の組合員数の割合が減少している。そこで主
要団体の組織状況をみると,まず総評は加入組合員数三四一万人で組織労働者の約半数をしめ,三一年より
二七万人の増加であった。この増加は全日本自由労組,運輸省全海事職組,運輸省全港湾建設労組の新規加
入,および全日本自治団体労組,全国金属労組,日本教職員組合,合成化学産業労連,その他の傘下組合で組織
の増大があったことによるものである。全労は七八万人で三一年より一二万人の増加であるが,これは中
部,四国,中国の各電力労組の新規加入のほか,総同盟,全繊同盟などで組織増大があったことによる。新産
別は三万八千人で二千人増,産別会議は一万三千人で微増であったが,後者は三三年二月に解散し,戦後一二
年の歴史をとじている。また以上の西団体に加入しない全国組合は三四組合,一〇三万人で一組合,五万人
の減少である。これは従来中立であった全日本自由労組の総評加入による減少が主原因であり,全国生命
保険外務労連,全国銀行従組総連合,全国一般合同労組協議会,全国生命保険労連などでは相当数の組織増大
がおこなわれている(第一六二表参照)。

第162表 加入主要団体別労働組合数
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第二部    各 論
五   労使関係
(一)   労働組合組織の現状
(5)   労働協約締結状況

以下において組合の活動状況をみると,まず活動の基礎となる協約締結,適用の部門では,労働協約の適用を
うける単位労働組合数が一八,三七〇組合,組合員数が四〇四万人であり,法適用からみて協約を締結しうる
労組法,公労法,地公労法適用の単位労働組合総数に対し六四・二%(締結率),同じく協約を締結しうる単位
労働組合の組合員総数に対し七七・七%(適用率)の比率となった。これは三一年同期に対し一,二七五組
合,一九万人の増加,締結率は○・五ポイント,適用率は○・六ポイントの上昇である(第一六三表参照)。

第163表 労働協約の適用をうける単位労働組合数および組合員数

三一年は新設の中小規模組合の大部分が労働協約締結にまで至らなかったため,適用をうける組合数,組合
員数は増加しながらも,全体としての締結率,適用率は低下したのであるが,三二年においては上部協約の適
用,単独協約締結の伸びなどによってかかる規模においても協約締結が進展したため,比率でもわずかでは
あるが上昇をみせたものと思われる。この協約を内容によって,労働基準法にもとづく事項のみの内容を
規定するものと,労働基準法以外の一般的事項についてもその全部または一部を規定したものとにわけて
みると,後者が協約の適用をうける組合数,組合員数の九割以上をしめ,三一年に対し三二年は実数,適用総
数に対する比率ともに増加しているが,このことは協約適用の活動が量的にのみならず質的にも前進をし
めしてきたものとみることができよう(第一六四表参照)。

第164表 種類別労働協約の適用をうける単位労働組合数および組合員数
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第38図 年別労働協約締結状況の推移
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第二部    各 論
五   労使関係
(一)   労働組合組織の現状
(6)   労使交渉協議機関

また労使交渉協議機関を有する単位労働組合は一三,四七〇組合で,三一年にくらべ二八九組合増加したが,
総組合数に対する割合は若干低下した。このうち労働協約の規定にもとづいてかかる機関を設置した組
合は一二,〇八五組合で,機関設置総組合数の九割をしめている。

この協約の規定にもとづいた機関を附議事項の種類別にみると,三一年と同じく苦情紛争処理に関する機
関を有する組合が最も多く,ついで労働条件に関する機関を有する組合,生産に関する機関を有する組合の
順となっている。しかし三一年に対しては,労働条件に関する機関を有する組合のみ増加し,他の種類のも
のはいずれも減少をみせ,前年までの傾向とは異つた増減をしめした(第一六五表参照)。これは労働条件
および生産に関する両機関を有する組合と労働条件のみに関する機関を有する組合が運輸通信及びその
他の公益事業,製造業,金融及び保険業などで大きく増加したのに対し,上記三機関を同時に有する組合数が
大巾に減少したことによるものである。

第165表 労使交渉協議機関を有する単位労働組合数
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第二部    各 論
五   労使関係
(一)   労働組合組織の現状
(7)   組合が運営する福祉事業

組合が主体となって運営する福祉事業を有する労働組合は三,〇七〇組合,組合員数は一七五万人で,総組合
数,総組合員数中にしめる割合はそれぞれ一五・九%,二五・九%であった。したがってわが国においては
組合が運営する当該事業はあまり普及していないものということができる。しかも組合の規模別にみる
と,この事業を営む組合が各規模毎の組合総数に対してしめる割合は,規模二〇〇人以上が二八・八%,規模
一九九人以下が一二・四%であり,中小規模の組合では一層低率となっている。

また福祉事業を有する組合を事業の内容によって,1)共済事業のみを営む組合,2)その他の事業のみを営む
組合,3)両事業を同時に営む組合にわけてみると,福祉事業を有する組合のうち,1)についてはどの規模でも
多くの割合の組合がこれを営んでいるが,小規模組合にあっては大および中規模に比して2)または3)に該
当する組合の比重が相当程度低くなっており,その事業内容は組合規模によってかなりの相違があること
をしめしている(第一六六表参照)。

第166表 規模別福祉事業を有する労働組合数
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第二部    各 論
五   労使関係
(二)   労働争議の状況
(1)   労働争議の件数,参加人員および労働損失日数

三二年は春季斗争をはじめとし,景気下降の傾向がみえたにもかかわらず夏季,秋季,年末などに積極的要求
の争議が激増し,そのため争議件数は戦後最高となり,争議行為参加人員数,労働損失日数も三一年を大巾に
上回るに至った。

まず総争議についてみると,件数は一,六八〇件,総参加人員数は八四六万人で,件数は二三年をしのぐ戦後
最高の数となり,総参加人員数も過去数年にくらべて大巾な増加があったものと推測される(注)。この増
加は時期的には一〇～一二月の秋季年末斗争時,ついで三～四月の春季斗争時,六～七月の夏季手当斗争時
において三一年を大巾に上回る多数の争議が発生したことによるものであり,また総参加人員数はこれら
季節的斗争時のほか五月に特に多く現われており,それはこの時期に全繊の労働時間短縮および海員組合
の賃金増額に関する争議行為を伴わない第三者関与争議や官公労の処分撤回斗争などが集中的に行われ
たことによるものである。

(注)総参加人員数は従来の人員数と集計基準が異るので年次比較ができない。

これを争議行為を伴つた争議と伴わない争議にわけてみてもい三二年は三一年にくらべてともに大きな
増加をしめしているが,とくに争議行為を伴った争議については,前記春季斗争時および秋季,年末斗争時の
争議の高まりによって九九九件,総参加人員数六七一万人,争議行為参加人員数二三五万人となり,件数では
従来までの最高数,行為参加人員数では二三年につぐ数に達した(第一六七表参照)。

第167表 労働争議件数および参加人員
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また争議行為を伴った争議をさらに細分してみると,作業停止争議は八三〇件,行為参加人員数一五六万人
で,これも件数は従来までの最高数,行為参加人員数は二三,二七年につぐ数に達している。これは同盟罷業
の増加によるもので,工場閉鎖は件数では三一年より若干の増加がみられたけれども,行為参加人員数は大
きく減少している。

作業停止の結果生じた損失日数は三一年に対し一〇九万日増の五六五万日であったが,これは秋季年末斗
争において鉄鋼その他の大罷業がおこなわれ,春季斗争の損失日数をも上回ったことによるものであり,ま
た雇用者千人当りの損失日数(千人率)は三〇一日(三一年は二六二日)で,いずれも二八年以降最も大きい数
となっている(第一六八表,第一六九表参照)。なおこのように増加した損失日数を各争議についてみると,
大きいものとしては秋季,年末斗争の鉄鋼一三六万日をはじめ,同じく炭労四〇万日,全造船二九万日,春季
斗争の炭労七一万日,全鉱二三万日,夏季手当および企業再建斗争の杵島三七万日,労働時間短縮の全繊綿紡
一一万日などがあった。

第168表 作業停止労働争議件数,行為参加人員および労働損失日数
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第169表 作業停止労働争議発生率および千人率

争議行為を伴った争議のうちで今一つ注目されることは,怠業が年年増加の傾向を辿り,三二年は三八五件,
行為参加人員数一二四万人となり,いずれも従来までの最高数をしめすに至ったことである。これは罷業
権のない官公労組の各種戦術のほか,民間労組においても時限ストなどの争議方法を一層多く採用するよ
うになったことによるものである。

また総争議総参加人員数に対する作業停止争議行為参加人員数の割合は一八・四%で,三一年より若干そ
の比率が低下したものと考えられる。この比率の低下は争議行為を伴わない争議の割合が増加したこと
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のほか,部門ストなどの実力行使方式が従来以上に用いられる傾向によって生じた結果であろう。
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第二部    各 論
五   労使関係
(二)   労働争議の状況
(2)   産業別にみた労働争議

つぎに争議を産業別にみると,総争議総参加人員数の最も多いのは運輸通信及びその他の公益事業五二九
万人で,全産業の六割までをしめている。これは組合員数の多い国労,全逓,全電通など公労協労組の争議が
多かったためで,主な争議としては,春季斗争,処分反対斗争等の国労,機労,全逓,全電通,春斗および年間臨給
与金斗争の私鉄,秋季,年末斗争の国労,機労,全逓,日通,海員,三三年新賃金要求の国労,全逓などがあった。

しかし作業停止争議では,春季斗争で全電通,全逓,私鉄,秋季斗争で日通,海員などの争議が実施され,行為参
加人員数二七万人,損失日数三八万日となったにもかゝわらず,前年全逓,全電通がおこなった程度の作業停
止がなかつたため三一年を若干下回った。

ついで総参加人員数が多いのは,製造業の一四四万人で,大規模な争議としては秋季斗争の鉄鋼,造船,労働
時間短縮斗争の全繊綿紡などの争議があった。作業停止争議も右の各労組および年末手当斗争の紙パな
どが実力行使を実施し,ことに鉄鋼の争議が長期化したこともあって行為参加人員数は五一万人,損失日数
は二六七万日となり,三一年に対し九万人,一〇九万日の増加,損失日数は全産業の約半数をしめるに至っ
た。

また鉱業の総参加人員数は,炭労の春季斗争,杵島に対する「支援スト」,退職手当斗争等により一〇三万人
と製造業についで多く,ことに作業停止争議の行為参加人員数では炭労の数度の実力行使により六三万人
と各産業中でもつとも多く,三一年を四〇万人も上回った。なお損失日数も炭労のほか春季斗争の全鉱,夏
季手当および企業再建斗争の杵島炭黄の長期ストがあって三一年を五万日上回る二三四万日となってい
る。

第39図 産業別労働損失日数の推移
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第二部    各 論
五   労使関係
(二)   労働争議の状況
(3)   規模別にみた労働争議

三二年発生の争議を総参加人員規模別にみると,総争議およびそのうちの争議行為を伴った争議ともに小
規模争議がもっとも多く,三一年にくらべてもその増加は小規模争議で最大であったと考えられる(第一七
〇表参照)。これは企業規模別には中小企業における争議が他の規模の争議に比して多く,三一年に対する
増加も一層多かったことによるものであって,わが国では産業別職業別等の企業の枠をこえた横断的組織
が少ないために中小企業の争議は一般に中小規模争議の形態をとることに原因している。

第170図 参加人員規模別労働争議発生件数

中小企業の争議が三一年に対しこのように増加した理由を,要求事項別にみると,積極的要求をもった争議
が大きくふえたことによるものであり,なかでも賃金増額を要求する争議の増加は著しいものであった。
そのため中小企業における争議の要求事項総数のうち積極的要求のしめる割合は三一年を大きく上回る
に至った。しかし他の企業規模の争議と比較すると,要求事項総数のうち消極的要求件数のしめる割合が
なおかつ相当高い比率であることは従来と同様であった(第一七一表参照)。
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第171表 企業規模別労働争議発生件数

なお規模別争議とは直接の関連はないが,未組織労働者の争議一九件(三一年は二二件)についてみると,こ
れら争議のうちでも三二年は賃金増額など積極的要求をしたものがかなりあったことは一つの特色であ
ろう。

第40図 企業規模別労働争議発生件数
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第二部    各 論
五   労使関係
(二)   労働争議の状況
(4)   要求事項別労働争議

つぎに要求事項についてみると,三二年下半期以降経済の停滞傾向がはじまったにもかかわらず,好況の余
波もあって積極的要求に関する争議が三一年より一層増加し,要求事項総数のうちにしめる割合は二六年
につぐ高い率となった。すなわち要求事項総数一,七六八件のうち積極的要求件数は一,二九九件,七三,
五%をしめ,三一年に対して二九七件,二・九ポイントの増加であった。

これは主として賃金増額要求(五二二件)の対前年一六七件増,臨時給与金要求(五五三件)の対前年七七件増
によるものであって,前者は春季斗争時,ついで秋季,年末斗争時に大きな増加がみられ,後者は年末および
夏季斗争時に大きな増加がみられた。また積極的要求のなかでやゝ特色のあるのは,数は少ないが労働時
間変更に関する要求が四五件(三一年は六件),あったことで,これは全繊同盟の労働時間短縮斗争などがお
こなわれたことによるものである。

一方消極的要求件数は二六六件,要求事項総数のうち一五・○%で三一年より一件,三・八ポイントの減少
であった。この比率は二一,二二年につぐ低い率であるが,三二年の比率の低下は積極的要求件数の増加が
相対的に大きかったことによるものである。しかし消極的要求件数の動きを月別にみると,下半期におい
て若干ながら増加の傾向をしめし,ことに九月以降の各月は製造業,サービス業,卸売及び小売業等において
増加がみられたため,前年同期の件数を上回るに至った。このような消極的要求件数の増加傾向は,経済の
動きと関連して今後の推移が注目されるであろう。

第41図 労働争議(発生)主要要求事項別件数
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第二部    各 論
五   労使関係
(二)   労働争議の状況
(5)   労働争議の解決状況

三二年中に解決した労働争議は一,六〇三件で,年間に実施された総争議のうち九五・四%の解決率であっ
た。この三二年中に解決をみた争議を継続期間別にみると,短期に解決した争議が三一年よりさらに増加
し,作業停止争議日数も短期のものが増加した。これを総参加人員規模別にみると,総争議の継続期間は小
規模争議では他の規模の争議にくらべて短期のものが概して多いが,作業停止日数でみるとむしろ大規模
争議のほうが短期で終結している割合が高い。これは,小規模争議にあっては,争議発生と同時に激発的に
実力行使にはいるものが,大規模争議よりも多いことによるものであろう(第一七二表,第一七三表,第一七
四表参照)。

第172表 継続期間別労働争議解散件数

第173表 作業停止日数別作業停止労働争議解散件数
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第174表 総参加人員規模および継続期間別労働争議解散件数

争議の解決結果は従来同様妥協に終つたものが九割をしめてもっとも多いが,三二年は不貫徹および貫徹
が若干増加して解散総件数中にしめる比率もやゝ上昇をしめした。不貫徹の増加は,経営および人事に関
する要求のうち解雇反対等の消極的要求およびその他人事に関する要求の不貫徹の増加がその主たるも
のであり,貫徹の増加は組合の承認,賃金増額,労働時間変更等の積極的要求および消極的要求のうち解雇反
対要求の貫徹の増加がその主たるものであった。

さらに解決方法は当事者直接交渉によるものが従来同様一貫した増加をしめし,総件数中にしめる比率も
上昇した。一方労働委員会関与によるものは比率では低下したけれども,解決件数そのものは二六年以降
もっとも多くなっている。
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第二部    各 論
五   労使関係
(二)   労働争議の状況
(6)   不当労働行為申立状況

三二年の不当労働行為申立件数は三一年より六二件増の四二九件であった。申立事項を内容別にみると,
労働組合法第七条第一号(不利益取扱)の事件が三〇〇件でもっとも多く,ついで第三号(支配介入)二二八
件,第二号(団体交渉拒否)九五件の順となっている。このうち申立件数中の大きな割合をしめる一号およ
び三号事件についてみると,前者はもっとも多数であるにかかわらず申立総数に対する比率は年々減少を
しめし,後者はこれに反して数,比率とも増加の傾向を辿っている(第一七五表参照)。これと関連して申立
人の状況をみると,組合申立によるものが三四四件で全体の八割をしめ,個人申立によるもの(八五件)は漸
次減少する傾向をしめしている(第一七六表参照)。

第175表 該当項目別不当労働行為申立件数

第176表 申立人別不当労働行為申立件数
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この三号事件および組合申立の増加傾向は,組合に対する支配介入の増加ということのほか,組合の不当労
働行為に対する態度の変化により,従来個人的問題とされていたものを組合全体の問題としてとりあげる
ことが多くなったためではないかと考えられる。

なお,公共企業体等労働委員会が取扱つた不当労働行為事件を参考までに掲げると第一七七表のとおりで
ある。

第177表 旧仲裁委および公労委に対する不当労働行為申立件数
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